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エグゼクティブ・サマリー
2018年7月13日、英国の税務当局、歳入関税庁（HMRC）は強く待ち望まれたVAT
通達700/22号（以下、「本通達」）を公表しました。本通達は付加価値税（VAT）に
係る「税のデジタル化」（MTD）を説明するものです。本通達では、(i)企業が保管す
べきデジタル記録、(ii)一定の特殊状況において取引をデジタル記録する方法、(iii) 
「機能互換ソフトウェア（functional compatible software）」に該当するもの、 
及び(iv)プログラムを組み合わせて使用する場合、どんなときにソフトウェアプログ
ラムをデジタルリンクすべきか、についての説明がなされています。

HMRCはVAT通達と併せて以下の情報を公表しました。

• Making Tax Digital for Business - stakeholder communications pack 
（事業者を対象とする税のデジタル化 － ステークホルダー向け伝達文書一 
式）。これは、2019年4月1日以降、VAT関連デジタル記帳業務及びMTD互換ソ
フトウェアを使用するVAT申告書の提出に移行する必要のある企業を支援する
ための情報を提供しています。

• HMRCのテスト環境でMTD API（アプリケーション・プログラミング・インター 
フェース）ソフトウェア製品をテストし、HMRCに対して試作品のデモンストレー
ションを行ったサプライヤーに関する情報。このリストは定期的に更新される 
予定です。今後、実際にMTDの提出を完了した開発会社のリストと選択可能な
ソフトウェアの完全なリストが提供されるものと思われます。
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詳細
VATに係るMTD要件とは何か
課税対象売上高がVAT登録最低額（現在は8万5,000ポンド）
を上回るVAT登録事業者は全員、2019年4月1日以降、VAT納
税に係るMTD要件を充足することを義務付けられます。他の税
目についても後日同じ扱いとなりますが、早くても2020年4月
以降のことになります。

MTD要件とは、事業者が、VATに関する記録をデジタルに保存
し、HMRCのAPI仕様要求事項に適合するサードパーティ製ソフ
トウェアを使用するアプリケーションによりVAT申告書を電子
提出することができ、また、明確な電子監査証跡及びソースシ
ステムからVAT申告書の提出に至るデジタルリンクを実証でき
ることを確実なものとする必要性を意味します。

本通達は、MTD要件、免除、記録、機能互換ソフトウェア、デジタ
ルリンク、ソフトウェア以外でのVAT計算、調整、エラーの是正、
特別なVAT会計スキームの適用など、多くの事業者が直面す
る問題をある程度明確にしています。

しかしながら、MTDが実際にどのように運用されるか、特に、提
出前にVAT申告書の数値の調整が必要になる場合に関して不
明確な点が残されています。また、以下のように、部分的に非課
税売上を有する事業者に影響を与える可能性のある重要な要
点もあります。

• HMRCは、非課税供給の価額が報告対象になることを明確
にしている（一部の金融サービスについては困難となる）。

• 部分的に非課税売上を有する事業者における控除対象仕
入税額の計算は「調整（adjustment）」として機能互換ソフ
トウェア要件の対象外となります。

次のステップ
システム変更は長期のリードタイムを要することを踏まえ、多く
の事業者は、新たなMTD要件の充足に向けた準備状況の評価
にすでに着手しています。このような分析にまだ着手していな
い事業者は、今すぐそれを検討することが望ましいと考えられ
ます。
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